
京都市告示第   号 

 生活保護法第５５条において準用する同法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「中

国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規

定に基づき，生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等支援法第１４条第２項第３号

に規定する医療支援給付のための施術を担当させる者を，次のとおり指定しました。 

  平成３０年９月１２日 

京都市長 門川大作  

 

施術者指定 

施術者の氏名 施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

森 康子 空水治療院 北区大富南田尻町５８ 第２

池田ビル１Ｆ 

平成 30年 8月 

1日 

仲下 将裕 ＥＲＰ下鴨南治療院 接

骨・鍼灸 

左京区田中下柳町３８－１ 

ジョリーメゾン１階 

平成 30年 8月 

1日 

村上 淳基 ＥＲＰ下鴨南治療院 接

骨・鍼灸 

左京区田中下柳町３８－１ 

ジョリーメゾン１階 

平成 30年 8月 

1日 

尾尻 久典 訪問医療マッサージＫＥｉ

ＲＯＷ京都下京区ステーシ

ョン 

下京区七条御所ノ内北町８３

－２ １Ｆ 

平成 30 年 8 月

13日 

坂部 昌明 坂部 昌明（出張専門） （出張専門） 平成 30 年 8 月

28日 

菊吉 鈴依香 ＣＵＲＥ鍼灸院 右京区嵯峨明星町５－４ ボ

ンエルフ嵐山１０２号 

平成 30年 8月 

9日 

隼田 怜 あん摩・マッサージ へい

あん治療院 

右京区嵯峨苅分町９－１０ 平成 30 年 8 月

27日 

渡部 隆司 あん摩・マッサージ へい

あん治療院 

右京区嵯峨苅分町９－１０ 平成 30 年 8 月

27日 

山下 裕吾 訪問マッサージＫＥｉＲＯ

Ｗ伏見中央ステーション 

伏見区深草西浦町６丁目７４

番地 Ｄｅｆｔ深草１階 

平成 30年 8月 

1日 

 

２９４



施術者の氏名 施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

植松 豊 まいらいふ治療院 京都府八幡市下奈良中ノ坪９

－１ 

平成 30年 7月 

1日 

                        （保健福祉局生活福祉部生活福祉課） 


